
　障がい者に関するマークと有料道路通行料金割引についてご紹介します。
●障がい者に関するマークについて

名　　称 概　　要　　等

【身体障がい者標識】 　肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている
方が運転する車に表示するマークで、マークの表示について
は、努力義務となっています。
　危険防止のやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車
に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定によ
り罰せられます。

【聴覚障がい者標識】 　聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている
方が運転する車に表示するマークで、マークの表示について
は、義務となっています。
　危険防止のやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車
に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定によ
り罰せられます。

●有料道路通行料金割引について
　料金割引を利用されるときは、役場福祉担当窓口での事前登録が必要です。

○対象者
　（１）　障がい者本人が運転する場合
　　　　　　　身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方
　（２）　障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が同乗する場合
　　　　　　　身体障がい者手帳「旅客鉄道（株）旅客運賃減額１種」、療育手帳Aの方

○対象車両
　・「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
　・「用途」…乗用自動車、貨物自動車、二輪自動車（総排気量が 125㏄を超えるもの）　など

○割引率
　通常料金の 50％

○申請に必要なもの
　（１)　ETCを利用されない場合
　　 　　・身体障がい者手帳又は療育手帳
　　 　　・車検証
　（２）　ETCを利用される場合
　　 　　・身体障がい者手帳又は療育手帳
　　 　　・車検証
　　 　　・ETCカード（障がい者ご本人名義のもの）
　　 　　・ETC車載器セットアップ申込書

★詳しくは
　　役場健康福祉課福祉係までお尋ねください。

～ 申請及び問い合わせ先 ～
山都町役場　健康福祉課　72-1229
　清和支所　健康福祉係　82-2111
　蘇陽支所　健康福祉係　83-1111
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